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ライフスタイル・生活専門委員会検討状況中間報告 

 
平成１８年６月１３日 

 
１．検討経緯 

 ライフスタイル・生活専門委員会は、多様な価値観の中で想定されるライフ

スタイル、生活圏域のあり方、生活の場としての都市に関わる諸問題の観点か

ら、全国の区域について定める国土形成計画に関する専門事項を調査すること

を目的として設置された。 

これまでに１０回（懇談会を含む）開催し、「自律・交流型の多選択社会」の

ライフスタイル、「人口」の姿、人口減少下における持続可能な都市圏（生活圏

域）の形成について、検討を行ってきている。 

 

 

２．検討内容 

（１）「自律・交流型の多選択社会」のライフスタイル 

①現状認識 

・ 日本人の価値観の多様化（「選べる豊かさ」、「よりよく生きる」、「いい時間

を過ごす」） 

・ 長期化するライフサイクル（人生の生涯可処分時間の増加） 

・ 高齢者を中心とした単身世帯の増大 

・ IT の普及（生活面にも十分活用可能） 

 

②「自律・交流型の多選択社会」のライフスタイルの意義と制約要因 

・ ライフイベントの時期や内容が慣習的に定まっていた社会から転換し、「自

らの価値観によって、多様なライフスタイルの選択が可能な社会」の構築が

重要。 

・ 「自律・交流型の多選択社会」の実現のためには、様々なライフスタイルの

「選択」を制約している要因を考え、その制約を低減・除去していくことが

重要。 

・ こうした制約要因として、「情報の制約」、「時間の制約」、「空間移動の制約」

に整理。また、こうした制約の中、これらの組合せにより、ライフスタイル

の多様性が創出。 

・ 大量生産・大量消費・大量廃棄、量的拡大のみを求める価値観等から生じる

画一的、均質的なライフスタイルに対抗して、多様な価値観から生まれる、

個性豊かなライフスタイルが実現できる社会を創造していくことが必要。 

 

③ライフスタイルからみた新しい社会の姿 

・ 人口減少を迎える２１世紀前半は、新しい文明を模索する時期。 

・ 個人も地域も、自らを律する精神を大切にし、開かれた機会があり、一度失

敗してもやり直しがきき、努力をすれば報われる社会を目指すことが重要。 

・ 社会の中に多様性のあることを容認する環境を用意し、多様な個人の能動的

な活動が促進されるとともに、様々な異質なものとの交流によって新しい価

値や活力が生まれることが重要。そのためにも「自律・交流型の多選択社会」
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の創造が必要。（参考：「多業」（マルチワーク）） 

 

（２）「人口」の姿 

①現状認識 

・ ２１世紀前半の日本の総人口減少は不可避。ただし、際限のない人口減少は、

日本の社会経済全体を弱体化させる可能性あり。 

・ 2005 年の日本の総人口は、１億 2780 万人。2030 年の総人口は、中位推計収

束型で１億 1710 万人、中間推計収束型で１億 1550 万人（国土交通省国土計

画局試算値）となっており、人口減少を前提とした国土形成計画の作成が必

要（国立社会保障・人口問題研究所の予測（中位推計）では、2030 年の総人

口は１億 1760 万人程度）。 

 

②「静止人口」と「多様な人口」 

・ いわゆる「静止人口」についても考えておくことは必要。 

・ 減少する「定住人口」に加え、「二地域居住人口」、「交流人口」、「情報交流

人口」といった「多様な人口」を考えていくことが必要。 

 

（３）人口減少下における持続可能な都市圏（生活圏域）の形成 

・ 都市圏を持続可能な「生活の場」として整え、市町村を越えた広域的な対応

を視野におきながら、そこに暮らす一人一人の生活の質のさらなる向上を図

っていくことが重要。 

 

・ まちづくりの行政主体は市町村であるが、財政制約の強まりにより様々な面

で効率化が必要。また、市町村間の利害が競合する問題に広域的な観点から

取り組んでいくことが必要。このため、複数市町村からなる広域レベルの圏

域を意識しながら、複数市町村が連携することが重要。複数市町村の連携は

地域の魅力向上の観点からも重要。この場合の圏域は、あくまで社会的サー

ビス水準等の維持に必要な空間的な広がりの目安であり、社会的サービス等

によって一般的に最適規模が異なることから、区域を複数の圏域が重層的に

積み重なることもあり得る。 

 

・ 生活の質の向上のためには、地域住民一人一人の多様なニーズにきめ細かく

対応していくことが重要。市町村間の連携による社会的サービスの広域化に

伴うサービス内容の画一化に対応するため、地域への参加意識と愛着を醸成

する観点からも、歩いて暮らせる範囲などのコミュニティレベルの圏域を住

民生活の基礎単位として意識し、地域コミュニティの担い手である住民等を

中心として、互助、共助による顔の見える地域づくりを推進し、地域力の回

復・向上を図ることが重要。 

 

 



・日本人の価値観の多様化（「選べる豊かさ」、「よりよく生きる」、「いい時間を過ごす」）
・長期化するライフサイクル（人生の生涯可処分時間の増加）
・高齢者を中心とした単身世帯の増大
・ＩＴの普及（生活面にも十分活用可能）

「自律・交流型の多選択社会」の創造
（自律の精神と多様な交流を重視し、多様なライフスタイルの選択が可能な社会）

ライフスタイル・生活専門委員会検討状況中間報告（概要）

＜現状認識＞

・「自らの価値観によって、多様なライフスタイルの選択が可能な社会」の構築が重要
・そのためには、様々なライフスタイルの「選択」の制約要因の低減・除去が重要

○ライフスタイルからみた新しい社会の姿
・人口減少を迎える21世紀前半は、新しい文明を模索する時期
・個人も地域も、自らを律する精神を大切にし、開かれた機会があり、一度失敗しても
やり直しがきき、努力をすれば報われる 社会を目指すことが重要
・社会の中に多様性のあることを容認する環境を用意し、多様な個人の能動的な活動
が促進されるとともに、様々な異質なも のとの交流によって新しい価値や活力を創造
（参考：「多業」（マルチワーク））

○「人口」の姿
・21世紀前半の総人口減少は不可避。際限のない人口減少は、日本の社会経済全体
を弱体化させる可能性
・減少する「定住人口」に加え、 「二地域居住人口」 、「交流人口」、 「情報交流人口」と
いった「多様な人口」を考えることで、多様性に富む地域社会を創造

①情報の制約
・専門家等を仲介した「質の高い

情報」の提供

②時間の制約

・「仕事と生活のバランス」の見直し
・男女の役割分担の見直し

・有給休暇の消化促進等

③空間移動の制約
・不動産物件の流動性の向上

・移動コスト（交通費等）の低減

＜新しい社会の姿＞

＜「自律・交流型の多選択社会」のライフスタイルの意義と制約要因＞
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○人口減少下の持続可能な都市圏（生活圏域）の形成

＜複数市町村からなる広域的な生活圏域＞
・まちづくりの主体である市町村の財政制約の強まりにより様々な面で効率化が必要
・このため、複数市町村からなる広域レベルの圏域を意識しながら、複数市町村が連
携することが重要

＜コミュニティレベルの生活圏域＞
・生活の質の向上のためには、地域住民一人一人の多様なニーズにきめ細かく対応し
ていくことが重要
・社会的サービスの広域化に伴うサービス内容の画一化に対応するため、歩いて暮ら
せる範囲などのコミュニティレベルの圏域を住民生活の基礎単位として意識し、地域力
の回復・向上を図ることが重要。



総人口の推移（試算値）

合計特殊出生率の仮定値

総人口の推移（試算値）

（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成14年1月推計）」をもとに、国土交通省国土計画局作成。
（注１）中位推計収束型とは、中位推計に用いている合計特殊出生率と足下の統計値との乖離が、２０３０年にかけて収束すると仮定したもの。
（注2）中間推計収束型とは、中位推計収束型と低位推計収束型の中間値。なお、低位推計収束型とは、低位推計に用いている合計特殊出生率と足下の統計値との乖離
が、２０３０年にかけて収束すると仮定したもの。 ２
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労働力人口の将来推計
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（出典）厚生労働省・雇用政策研究会報告書（Ｈ17年7月）をもとに、国土交通省国土計画局作成。
（注）「労働市場への参加が進むケース」とは、各種施策を講じることにより、より多くの者が働くことが可能となったと仮定
したケース。「労働市場への参加が進まないケース」とは、性・年齢別の労働力率が2004年の実績と同水準で推移すると
仮定したケース。
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「二地域居住人口」の現状と将来イメージ
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〔まもなく始める予定〕

現状推移値

二地域居住人口（現状）

※カッコ内の％表示は、当該年度の都市

　（平成16年12月10日現在の人口30万人以上の都市）

　における15～79歳人口に対する構成比を示す

〔四捨五入により合計の数字が合わない場合がある〕

将来推計都市人口（15－79歳）

（出典）国土交通省国土計画局「『二地域居住』の意義とその戦略的支援策の構想」（平成１７年３月） ４



「多業人口」（マルチワーカー）の現状推計と将来イメージ
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「多業」（マルチワーク）とは、１つの“仕事”のみに従事するのではなく、同時に複数の仕事に携わる働き方を指すものとした。ま
た、収入を得ることを目的として働いているものだけでなく、収入を伴わない“ボランティアやNPOの活動など”も含めて“仕事”と
定義した。
※ここで、“ボランティアやNPOなどの活動”とは、継続的、自発的に社会貢献活動などを行う営利を目的としない団体（例：○○自治会、△△有志グループ、
NPO法人××会など）に所属して何らかの活動をしていることとし、同活動に伴う収入の有無（有償か無償か）は関係ないものとした。

     潜在多業人口

　　　（現在仕事をしていないグループ）

　　　潜在多業人口

　　　（顕在化可能性弱グループ）

　　　［時間の制約、あるいは会社での

　　　　『兼業禁止』の制約がある］

　　　潜在多業人口

　　　（顕在化可能性強グループ）

　　　［時間の制約、及び会社での

　　　『兼業禁止』の制約がない］

　　　多業人口

　　　（現状推移値）

　　　多業人口

　　　（現状値）

　

　※カッコ内の％表示は、対20歳以上人口

　　　割合示す

（出典）国土交通省国土計画局作成。
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複数市町村からなる複数市町村からなる
広域的な生活圏域広域的な生活圏域
（二層の広域圏の生活圏域）

↓

市町村間の連携による
広域的取組の推進

コミュニティレベルコミュニティレベル
の生活圏域の生活圏域

↓

コミュニティの
互助・共助による
取組の推進

「生活圏域」の考え方

人口減少による需要密
度低下や財政制約

サービス水準低下の恐
れ

QOLを確保できなくな
る恐れ

サービスの広域化に伴
う内容の画一化への対
応

地域住民のニーズの高
度化・多様化

自己実現欲求の高まり

掛付け医による健康相談、介護
予防の社会教育など

入院治療・手術等の高度医療な
ど 医療・福祉

小学校、中学校、地域による学
童保育など

高等学校、大学等の高等・専門
教育など

教育

見回り、独居老人への声掛けに
よる日常の安心感など

大規模・高度な捜査・消防体制
の構築など

防犯・消防

食料品等日常生活に必要な買い
物など

奢侈品、贈答品等の買い物など
買い物

公共交通の維持・再編など 公共交通の利用促進・送迎バス
の有効利用など交通

祭などの生活様式や地域資源の
継承など

美術館、音楽ホール等の共同運
営など 文化

分別の徹底、生ゴミの堆肥化に
よるごみ減量など

高度焼却処理や最終処分など
廃棄物処理

社会的サービス等の
内容による
役割分担の例

※市町村間の連携による広域的取組は、
生活圏域の形成のみならず、観光・産
業振興等地域活性化の観点からも重要

６
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ライフスタイル・生活専門委員会 開催経緯 
 

平成17年 

  10月14日 ライフスタイル・生活懇談会 

        ・ライフスタイル・生活に関する論点 

                ・日本人の価値観変化（委員発表） 

 

  10月25日 第１回ライフスタイル・生活専門委員会 

                ・江戸のライフスタイル（委員発表） 

・「多選択社会」のライフスタイル（働き方） 

（委員発表） 

 

  11月 1日   第２回ライフスタイル・生活専門委員会 

                ・人口減少下の都市圏のあり方（１） 

                ・地方兼居と住民税移転（委員発表） 

        ・将来フレーム 

 

  11月21日  第３回ライフスタイル・生活専門委員会 

        ・第３回計画部会における報告について 

・「静止人口」の考え方（有識者発表） 

        ・団塊の世代の今後の暮らし方、生き方（委員発表） 

        ・米国における都市の広域連携の取組（委員発表） 

 

  12月 1日  第４回ライフスタイル・生活専門委員会 

        ・人口減少下の都市圏のあり方（２） 

・「多選択社会」のライフスタイル（住まい方） 

（委員発表） 

  

 

 

 

12月19日  第５回ライフスタイル・生活専門委員会 

       ・団塊の世代の今後の暮らし方、生き方（有識者発表） 

       ・人口減少下の都市圏のあり方（３）（委員発表） 

 

平成18年 

 ２月28日  第６回ライフスタイル・生活専門委員会 

        ・人口減少下の都市圏のあり方（４） 

        ・専門委員会の検討状況（１） 

 

 ３月27日  第７回ライフスタイル・生活専門委員会 

        ・人口減少下の都市圏のあり方（５） 

        ・専門委員会の検討状況（２） 

  

 ４月27日  第８回ライフスタイル・生活専門委員会 

        ・第９回計画部会における報告について 

・「総人口」、「労働力人口」について 

        ・「多業人口」について 

 

 ５月23日  第９回ライフスタイル・生活専門委員会 

・第10回計画部会における検討状況中間報告(案)について 

・「近居」について 

・地方公共団体等に係わる「情報交流人口」について 

 

２ 



都市と農山漁村の交流に関する意識

28.7

41.4

45.5

35.8
33.3

36.2

30.3

17.0
15.8

28.5

20.0

13.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代以上

（％）

二地域居住の願望がある

定住の願望がある

（出典）内閣府「都市と農山漁村の共生・対流に関する世論調査」をもとに、国土交通省国土計画局作成。
（注）１．二地域居住、定住の願望は、「都市地域」の居住している者９７５人に聞いたもの。
２．数字は、「願望がある」「願望がどちらかといえばある」の合計の値。

農山漁村地域への二地域居住については、都市住民の３８％が願望を持っており、年齢別では団塊の世代を含
む５０歳代が４６％と最も高い。
定住については、都市住民の２１％が願望を持っており、年齢別では２０歳代と５０歳代が約３割と高い。

都市と農山漁村の交流に関する意識
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増加する一人暮らしの高齢者
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（出典）厚生労働省「人口動態統計」をもとに国土交通省国土計画局作成。
(注)ここでは、同居期間30年以上の離婚としている。

②熟年離婚件数の推移

（出典）国立社会保障・人口問題研究所ＨＰ。
（注）生涯未婚率とは、50歳時点で一度も結婚したことのない人の割合。

①生涯未婚率の推移

生涯未婚率が上昇しており、熟年離婚件数も2000年以降高水準で推移していること等を背景に、この先、高齢
単身世帯数が増加することが予測される。

③高齢単身世帯の推移

65歳以上 75歳以上

2.0倍

3.0倍

65歳以上

2.8倍女性

4.0倍男性

75歳以上

2000年を基準とした2025年の高齢単身世帯数

（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（平成
15年10月推計）をもとに国土交通省国土計画局作成。

増加する一人暮らしの高齢者
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有給休暇の所得率の推移と年間休日
の国際比較

労働者１人平均年次有給休暇の付与日数、取得日数及び
取得率
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給付与日
数(左軸）

1人平均年
休取得日
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1人平均年
休取得率
（右軸）

(出典) 厚生労働省「平成17年版労働
経済の分析」をもとに、国土交通省国
土計画局作成。

週休日
週休日

以外の休日
年次

有給休暇
年間

休日数（計）
日本 104 15 8.8(2002) 127.8
アメリカ 104 10 13.1(1997) 127.1
イギリス 104 8 25.0(2001) 137.0
ドイツ 104 8 31.2(1996) 143.2
フランス 104 11 25.0(1992) 140.0

年間休日数 (出典)労働政策研究・研修機
構「海外活動情報 2005年4
月」より、国土交通省国土計画
局作成

(注1)週休日とは「日曜日」、
「土曜日」などの「会社指定日」
をいい、ここでは完全週休2日
制と仮定した。

(注2)年次有給休暇は付与日
数（一部各国資料から厚生労
働省労働基準局賃金時間課
推計）。日本は取得日数。

年次有給休暇の取得率の推移と年間休日数の国際比較

5

（日） （％）



二地域居住の願望を実現するために
必要なこと

（出典）内閣府「都市と農山漁村の共生・対流に関する世論調査」
（平成１７年１１月調査）。

二地域居住の願望を実現するために必要なこととしては、①時間的に余裕があること（６７％）、②医療機関（施
設）の整備（３８％）、③農山漁村地域の居住に必要な家屋、土地を安く入手できること（３４％）、が上位を占めた。

（「ある」，「どちらかというとある」と答えた者に，複数回答）

時 間 的 に 余 裕 が あ る こ と

医 療 機 関 （ 施 設 ） の 整 備

農山漁村地域の居住に必要な家屋，
土 地 を 安 く 入 手 で き る こ と

家 族 の 理 解 ・ 同 意

農山漁村地域の魅力がわかるような
情 報 に 接 す る こ と

居 住 地 の 決 定 に 必 要 な
情 報 を 入 手 で き る こ と

買い物，娯楽などの生活施設の整備

居住地を決定する前の体験ツアー
の よ う な お 試 し 滞 在 体 験

希望者が何かと相談できるサポート体制

空 き 家 な ど の 仲 介 ・ あ っ せ ん

農 山 漁 村 地 域 に 移 動 す る
た め の 交 通 手 段 の 整 備

近 所 の 干 渉 が な く プ ラ イ バ シ ー
が 保 て る 環 境

そ の 他

特 に な い

わ か ら な い

66.8

37.6

34.1

31.3

28.1

27.5

27.5

20.2

19.3

17.4

16.1

13.1

3.0

0.8

0.8
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総　数　（Ｎ=367人，Ｍ.Ｔ.=343.6％）

二地域居住の願望を実現するために必要なこと
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地域での活動などへの参加を妨げる
要因

NPOやボランティア、地域での活動への参加を妨げる要因

7

（出典）内閣府「国民生活選好度調査」（平成１５年度）

NPOやボランティア、地域での活動への参加を妨げる要因は、「活動する時間がないこと」と回答した人の割合
が約３６％である。

質問：「ＮＰＯやボランティア、地域での活動に参加する際に苦労すること、または参加できない要因となることはどん
なことですか。あなたにとってあてはまるもの１つに○をお付けください。（○は１つ）」
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既婚者とその親との「近居」は約５２％となっている。また、住まい方の将来意向を、現在の住まい
方別にみると、すべての住まい方で、現状継続の意向が最も多くなっている中で、非「同居」につい
ては、現状よりも近くに住みたいとの意向が強い。特に、現在「車・電車で１時間以上」に住む人の
約４５％が、「徒歩１０分以内」から「車・電車で１時間以内」の「近居」を希望している。

既婚者とその親との住まい方－「近居」を中心とした実態と将来意向－
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（出典）総務省「住民基本台帳人口移動報告」をもとに国土交通省国土計画局作成。
　(注)　上記の地域区分は以下の通り。
　　　　 東京圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県　　名古屋圏：岐阜県、愛知県、三重県、　関西圏：京都府、大阪府、兵庫県、奈良県

　　　　 三大都市圏：東京圏、名古屋圏、関西圏　　　地方圏：三大都市圏以外の地域

東京圏

名古屋圏

関西圏

地方圏

11.5万人

-11.5万人

-1.5万人

1.5万人

東京都

8.7万人

10

三大都市圏、地方圏及び東京都における人口移動



（出典）内閣府「県民経済計算」、総務省「住民基本台帳人口移動報告」、厚生労働省「職業安定業務統計」、国土交通省「地価公示」をもとに国土交通省国土計画局作成。
（注） ここでいう「有効求人倍率格差」とは、東京圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）における有効求人倍率（有効求人数／有効求職者数）を東京圏以外の地域におけ

る有効求人倍率で割ったもの。「地価格差」とは、東京圏における地価水準（住宅地）を東京圏を含む全国の地価水準（住宅地）で割ったものである（地価水準は、1970  
年を１として各年の地価増減率を指数化したもの）。「一人あたりの県民所得格差」とは、東京圏における一人当たりの県民所得（県民所得／人口）を東京圏以外の地
域における一人当たりの県民所得で割ったもの。
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東京圏への転入・東京圏からの転出の推移と経済諸変数
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